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  規　　　　　則  

　山形県県税条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第97号

　　　山形県県税条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

　山形県県税条例等の一部を改正する条例（平成18年７月県条例第45号）第１条中山形県県税条例（昭和29年５月

県条例第18号）第136条の改正規定の施行期日は、平成18年10月１日とする。

  告　　　　　示  

山形県告示第877号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり廃止した旨の

届出があった。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

廃止年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成18. 7.31訪 問 介 護

社団法人山形県高齢者福祉支援協会訪問

介護事業所かるがもの里霞城

山形市城北町一丁目９番７号

社団法人山形県高齢者福祉支

援協会

山形市木の実町３番16号

同訪 問 介 護

ツクイ東青田

山形市東青田一丁目４番15号

株式会社ツクイ

神奈川県横浜市港南区上大岡

西一丁目６番１号
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山形県告示第878号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第879号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第880号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり変更した旨の

届出があった。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

変更年月日

事業所の名称及び所在地
居宅サービ

スの種類　

指定居宅サービス事業者

の名称及び所在地　　　
変　　更　　後変　　更　　前

平成17.12.19

なごみの里指定通所介護事業所

通 所 介 護

社会福祉法人慈風会

山形市吉原三丁目10番８

号
山形市吉原三丁目10番８

号

山形市吉原土地区画整理

組合地内　77街区画地番

号１

平成18. 9. 1

介護福祉施設　燦燦
デイサービスセンター燦

燦
通 所 介 護

有限会社高橋商事

山形市大字十文字51番地
山形市大字十文字字大原848番１

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成18. 8.16通 所 介 護
デイサービスセンター燦燦

山形市大字十文字字大原848番１

有限会社高橋商事

山形市大字十文字51番地

同通 所 介 護
ほっとデイサービスセンター水晶館

東根市温泉町一丁目15番10号

有限会社阿部

東根市温泉町一丁目15番10号

同       8.25訪 問 介 護
介護福祉施設　燦燦

山形市大字十文字字大原848番１

有限会社高橋商事

山形市大字十文字51番地

同       8.31
特定施設入居者生

活介護

コムスンのきらめき山形

山形市桧町四丁目３番45号

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10番

１号

同通 所 介 護

社団法人山形県高齢者福祉支援協会通所

介護事業所かるがもの里霞城

山形市城北町一丁目９番７号

社団法人山形県高齢者福祉支

援協会

山形市木の実町３番16号

同        5.31短期入所療養介護
医療法人社団みゆき会みゆき会病院

上山市弁天二丁目２番11号

医療法人社団みゆき会

上山市弁天二丁目２番11号
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山形県告示第881号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条５の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり廃止

した旨の届出があった。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第882号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定し

た。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

変更年月日
事　業　所　の　名　称　及　び　所　在　地指定居宅介護支援事業者

の名称及び所在地　　　 変　　更　　後変　　更　　前

平成18.8.10
介護福祉施設　燦燦指定居宅介護支援事業所　燦燦

有限会社高橋商事

山形市大字十文字51番地
山形市大字十文字字大原848番１

同　　 8.18

尾花沢市社会福祉協議会居宅介護支援事業所
社会福祉法人尾花沢市社

会福祉協議会

尾花沢市新町三丁目２番

５号
尾花沢市新町三丁目２番５号尾花沢市新町三丁目２番19号

廃止年月日
介護予防サービス

の種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定介護予防サービス事業者

の名称及び所在地　　　　　

平成18. 7.31介護予防訪問介護

社団法人山形県高齢者福祉支援協会訪問

介護事業所かるがもの里霞城

山形市城北町一丁目９番７号

社団法人山形県高齢者福祉支

援協会

山形市木の実町３番16号

同介護予防訪問介護

ツクイ東青田

山形市東青田一丁目４番15号

株式会社ツクイ

神奈川県横浜市港南区上大岡

西一丁目６番１号

同介護予防通所介護

社団法人山形県高齢者福祉支援協会通所

介護事業所かるがもの里霞城

山形市城北町一丁目９番７号

社団法人山形県高齢者福祉支

援協会

山形市木の実町３番16号

同　　 5.31
介護予防短期入所

療養介護

医療法人社団みゆき会みゆき会病院

上山市弁天二丁目２番11号

医療法人社団みゆき会

上山市弁天二丁目２番11号

指定年月日
介護予防サービス

の種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定介護予防サービス事業者

の名称及び所在地　　　　　

平成18. 8.11
介護予防通所リハ

ビリテーション

介護老人保健施設寒河江やすらぎの里

寒河江市本楯二丁目24番地１

社会福祉法人妙光福祉会

山形市蔵王上野字南坂920番

地

同　　  8.16介護予防通所介護
デイサービスセンター　燦燦

山形市大字十文字字大原848番１

有限会社高橋商事

山形市大字十文字51番地

同介護予防通所介護
ほっとデイサービスセンター水晶館

東根市温泉町一丁目15番10号

有限会社阿部

東根市温泉町一丁目15番10号

同　　  8.25介護予防訪問介護
介護福祉施設　燦燦

山形市大字十文字字大原848番１

有限会社高橋商事

山形市大字十文字51番地
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山形県告示第883号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条５の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり変更

した旨の届出があった。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第884号

　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のと

おり廃止した旨の届出があった。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第885号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成18年９月19日から同年10月２日まで縦覧

に供する。

　　平成18年９月19日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　玉川沼沢線

２　供用開始の区間　　西置賜郡小国町大字白子沢字平郡354番17から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　大字沼沢字貫味562番２まで

３　供用開始の期日　　平成18年９月19日

同　　  8.31
介護予防特定施設

入居者生活介護

コムスンのきらめき山形

山形市桧町四丁目３番45号

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10番

１号

変更年月日

事業所の名称及び所在地
介護予防サー

ビスの種類　

指定介護予防サービス

事業者の名称及び所在地
変　　更　　後変　　更　　前

平成18. 9. 1

介護福祉施設　燦燦
デイサービスセンター燦

燦介護予防通

所介護

有限会社高橋商事

山形市大字十文字51番地
山形市大字十文字字大原848番１

廃止年月日
障 害 福 祉

サ ー ビス の 種 類
事業所の名称及び所在地

指定障害福祉サービス事業者の

名称及び主たる事務所の所在地

平成18. 7.31居 宅 介 護

ツクイ東青田

山形市東青田一丁目４番15号

株式会社ツクイ

神奈川県横浜市港南区上大岡西

一丁目６番１号

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登
電話　 山形(631)2057   (631)2056

発行所
発行人
購読料

平成18年９月19日印刷

平成18年９月19日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県
月4,000円（郵送料共）

印刷所
印刷者  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21  


